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★☆★☆★ごあいさつ★☆★☆★ 
どうも、日本から三浦多佳史です。ブラジルでは今年も盛大にカラオケキャラバンが開催されたようで、なんともおめでたいことですね。わたしもおっとりがたなで駆けつけたかったんですが、なにせやはり遠い。残念ながら、いけませんでした。でも大成功とのことで、よかったですね。

そのキャラバンでは、今年もまた日本のいろんなアーティストの歌が紹介されたと思います。今日本で人気のあるアーティストの映像を大きなスクリーンで見て、胸ときめいた人も多かったのではないでしょうか。でもこのDVDコンサート、結構実施するのは大変です。それも、そう、著作権、という権利が存在するからです。要は著作権を持っている人が、使ってもいいよ、といってくれればOKなんですけど、みんな商売だからなかなか簡単にはOKと入ってくれないわけで、そこを交渉するのが大変なわけです。でもこれも日本文化を海外に紹介するという国際交流基金の仕事ですから、しっかりやらなくてはね。というわけで今日は日本語教育と著作権の話です。
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「おふくろさんよ～～、おふくろさん。

空をみあげりゃ～～、そらぁにある。・・・・・」

そう、森進一さんの名曲「おふくろさん」の一節です。実は今日本ではこの歌をめぐって、ちょっとした騒動が起こっています。森進一さんはこの名曲を昨年の紅白で歌いました。それはもともとの「おふくろさん」の歌い始めに新たなセリフをつけたものでした。

「いつも心配かけてばかり、いけない息子のぼくでした。」という語りをしてから、歌に入るというものです。なくなったおふくろさんへの思いを込めて、歌い上げるというもともとの歌詞に沿った、あるいはそれ以上に感動的な演出です。でもこれを見て怒ったのが、この歌を作詞した川内康範さんという作詞家です。自分には何の断りもなく勝手に歌を変えて歌った、ということです。森さんは川内さんの抗議に対して始めは、この歌はもうすでに森進一の「おふくろさん」になっているのだから、改めて川内さんに報告する義務はない、などといって無視する姿勢でした。それで川内さんは更に怒りをつのらせて、ではもう森進一には自分が作った歌は歌わせない、といって日本音楽著作権協会に申し送りをしたのです。森さんはこれは困ったことになったということで、何度か川内さんのうちに直接謝りに行ったりしたのですが、いつも門前払いで結局会ってもらえず、今も「おふくろさん」を歌えない状態が続いています。マスコミは怒る川内さんに、平身低頭で謝る森さん、でもなかなか許してもらえず泥沼、といった構図を面白おかしく伝えていますが、では本当はこの歌の著作権は誰にあるのでしょうか。

「おふくろさん」の歌詞の著作権者は川内さんで、曲の著作権者は作曲した猪俣公章さんです。そして森進一さんが歌っている「おふくろさん」はもちろん森さんにも著作権が発生するわけで、決して川内さん一人のものでもないし、森さん一人のものでもないわけです。ここで川内さんが問題にしているのは川内さんが書いた詩を森さんが勝手に改変したことです。これは著作権の中でも著作者人格権といわれるもので、作詞家が書いた歌詞について、作者の同意無しに変えてはいけないということなのです。川内さんは事前に一言相談があれば何も問題はなかったが、勝手にやったし、最初は謝らなかったし、でこじれにこじれたということらしいです。というわけで森さん、当分の間「おふくろさん」は封印だそうです。

日本語教育の世界にも著作権は存在します。日頃の先生方の活動の中にもいろいろな著作権問題があります。今日は少しだけそのことについてお話したいと思います。

新聞や雑誌の記事、TV番組や映画のビデオ、インターネットで見つけた写真や絵、音楽CDなど、授業に役に立つなあ、と思われるものは身の回りにたくさんありますね。実際毎日のようにこれらのものを教室に持ち込んで利用し、教室活動を盛り上げている先生方も多いのではないでしょうか。こういった著作物をコピーすることは原則として禁じられています。コピーして販売したり大勢の人に配ったりすると、その著作者の利益を著しく侵害することになるからです。ただ、「原則として」ですから例外もあります。そのひとつが学校教育現場で、教育用に授業の過程の中で利用する場合です。みなさんが日常的に教室で利用するケースはこれに当たります。つまり授業で使う場合には著作権の侵害に当たらないので。注意して使えば認められるということになります。

これには条件があります。まず教室外では使わないこと。あまり大量にコピーを作成しないこと（1教室内の人数2、30人分ぐらいが限度でしょう）。そして、授業担当者が自分でコピーを作成することです。誰かがコピーしたものをライブラリー化してみんなで使う、というようなことは認められていません。もちろん他の人に販売したり、インターネット上に公開したりしてはいけません。

試験を作るときに他の人が書いたものを使って問題を作ったりすることも、教育的使用に限って認められています。ただ、上記森さんの例のように、著しく改ざんすると、著作者人格権の侵害になるので注意しましょう。難しい漢字にふりがなをつけたり、穴埋め問題にするために一部を削ったりする程度の改ざんは大丈夫です。

では授業で使うのなら何でもいいのかというと、決してそうではありません。たとえば、教育用に販売することを目的に作られたもの（市販の教科書や問題集などはこれにあたります）は、もともと教室内での利用が目的ですから、これを勝手にコピーして生徒に配ったりすると、著作権者の権利を著しく侵害したことになります。したがって、少なくとも教科書や問題集をコピーすることは絶対にやめなければなりません。それらをコピーして売るなどというのはもってのほかでしょう。教科書や問題集を作っている人たちはそれらを世に出すために、想像をこえる、膨大な時間と労力を費やしています。そしてその労力が正当に報われるためには、その著作物を使う人たちがそれなりの対価を支払う必要があるわけです。労力に報いるだけでなく、次の新しい著作物を生み出すための原資になっているともいえます。わたしたち現場にいるものは、さまざまな教材を取捨選択しながら使っています。使いやすいものもあればそうでないものもあります。そういった著作物の評価はわたしたちが使用することによって、くだされているといってもいいでしょう。つまり評価の手段が対価を払うということなのです。

いろいろ問題も多いと思いますが、まずは著作権についてしっかりとした正しい認識を持つことが大切だと思います。
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みうらのサイトに公開している「新聞語彙データベース」ですが、リニューアルして下記に場所を移しました。またこの機会に使用アンケートもアップしましたので、もしお時間がありましたら覗いて、アンケートに答えていただければ嬉しいです。

http://www.eonet.ne.jp/~miuratakashi/
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